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カリフォルニア州におけるバイリンガル教員の資格と養成

末 藤 美 津 子

要 旨

カリフォルニア州においては、2017年⚗月より実施されている「グローバル経済に向けた教
育計画」のもと、多言語教育の取り組みが進められている。そこでは、英語を母語としない生
徒にバイリンガル教育を実施するとともに、英語を母語とする生徒には英語以外の言語の学
習を推奨している。2018年⚕月に州教育局から公表された『グローバル・カリフォルニア
2030』も、カリフォルニアのすべての生徒に英語と英語以外の言語を学ぶ機会を保障し、多言
語教育を推進していくことを謳っている。だが、こうした多言語教育の取り組みはさまざまな
課題に直面している。最も深刻なのは、1998年から2016年までのおよそ20年間、公立学校で
バイリンガル教育が禁止されてきたため、初等・中等教育の現場でバイリンガル教育の有資格
教員が極めて不足していることである。そこで、本稿は、カリフォルニア州のバイリンガル教
員不足の問題を、教員資格と教員養成プログラムの視点から検討する。

Ⅰ．はじめに

カリフォルニア州では1998年の住民投票で成立した提案227により、公立学校でのバイリンガル教

育が原則として禁止されてきたが、2016年の住民投票の結果、およそ20年間禁止されてきた公立学校

でのバイリンガル教育の復活を掲げた提案58（「グローバル経済に向けたカリフォルニア教育計画

（California Education for a Global Economy Initiative : CA Ed. G.E.）」）が、有権者の73％の支持を得

て成立した。その結果、カリフォルニア州の公立学校では、キンダーから12学年に在籍する生徒の約

四分の一に当たる130万人ほどの英語学習者（English Learners : EL）に対して、バイリンガル教育を

実施することが可能となった。この提案58はバイリンガル教育の復活を求めるだけのものではなく、

多言語能力が生徒個人にとってもカリフォルニア州にとっても豊かさをもたらす資源となりうるもの

ととらえ、カリフォルニアのすべての生徒に英語と英語以外の言語を学ぶ機会を保障するための多言

語教育の推進を謳っている⑴。

だが、2017年⚗月⚑日より法的効力を持つこととなった「グローバル経済に向けたカリフォルニア

教育計画」は、さまざまな課題に直面している⑵。最も深刻なのは、およそ20年間、公立学校でバイ

リンガル教育が禁止されてきたため、初等・中等教育の現場でバイリンガル教育の有資格教員が極め

て不足していることである。1994年度には1,800人いたバイリンガル教育の有資格教員は、2015年度

には半分以下の700人に減っている。また、2016年度には州公認の教員養成機関で提供されているバ

イリンガル教員の養成プログラム数は30のみである。カリフォルニア州教育局は2030年までに、バ
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イリンガル教員の養成プログラム数を100にまで拡大し、バイリンガル教育の有資格教員を2,000人

にまで増員したいと計画している⑶。

そこで、本稿は、カリフォルニア州のバイリンガル教員不足の問題を、教員資格と教員養成プログ

ラムの視点から検討する。具体的には、まず、カリフォルニア州の教員免許制度を整理し、次に、バ

イリンガル教員の資格と養成プログラムを見ていく。ところで、今日、日本の公立学校には4万人以

上の日本語指導が必要な児童生徒が在籍しており、そのうち、日本語が分からないにもかかわらず学

校で何の支援も受けられていない、いわば無支援の児童生徒も⚑万人以上いると言われている⑷。こ

うした児童生徒を誰がどのように指導していくのか明確な方針が打ち出せずにいる、教育現場の困難

な状況も浮かび上がってきている。多言語・多文化状況に直面している日本の公立学校の課題を検討

する上でも、バイリンガル教育ならびに多言語教育の実現を目指して、さまざまな取り組みを続けて

きているカリフォルニア州の経験からは、多くの示唆を得られるものと思われる。

Ⅱ．先行研究の整理

ここで、アメリカならびにカリフォルニア州における教員免許制度に関する国内の先行研究を押さ

えておきたい。

アメリカの教員免許制度の歴史や現状に関する包括的な研究としては、八尾坂修『アメリカ合衆国

教員免許制度』（風間書房、1998年）がよく知られており、カリフォルニア州についても1980年代のロ

サンゼルス統一学区における教職資格特別プログラムが取り上げられている。近年は日本の教員資格

の厳格化や免許更新制の導入にともない、アメリカの教員免許制度が注目される傾向にある。そうし

た中でカリフォルニア州の教員免許制度を扱ったものとしては、高橋靖直「アメリカの教員免許制度

カリフォルニア州とマサチューセッツ州の更新制を中心として 」（文教大学『教育研究所紀要』16

巻、2007年、pp. 17-24）、山田礼子「アメリカにおける教員免許資格と大学での教員養成プログラム：

州ごとに異なるミッションや教員養成プログラム」（『カレッジマネジメント』156、2009年、pp. 50-53）、

伊東弥香「日本の英語教員のための養成・研修の基準化 米国カリフォルニア州の免許制度からの一

考察 」（青山学院大学教育学会『教育研究』第53号、2009年、pp. 113-138）などがある。高橋はカ

リフォルニア州における教員免許状の更新制を取り上げ、山田はカリフォルニア州の教員免許制度を

概説するとともにUCLAの教員養成プログラムを紹介し、伊東は更新制の先行事例としてカリフォル

ニア州を調査した結果を分析している。しかしながら、いずれもバイリンガル教員に焦点を当てたも

のではない。

カリフォルニア州のバイリンガル教員の資格や養成を扱ったものとしては、滝沢潤の「カリフォル

ニア州における言語マイノリティの教育保障に関する研究 1990年代のLEP教員免許制度改革を中

心に 」（中国四国教育学会編『教育学研究紀要』第45巻第⚑部、1999年、pp. 413-418）、ならびに「カ

リフォルニア州における言語マイノリティ教育の規制緩和 アカウンタビリティの質的変化を中心

に 」（『比較教育学研究』第27号、2001年、pp. 101-119）がある。滝沢は、英語能力の十分でない

（Limited-English-Proficient : LEP）生徒の指導に当たるLEP教員の免許制度を取り上げており、ここ
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にはバイリンガル教員の問題も含まれている。カリフォルニア州で1994年に実施されたLEP教員免

許制度の改革についても詳細に触れられており、2000年ごろまでの状況を知る上で有益である。

近年は、アメリカの教員養成、採用、研修において用いられてきているパフォーマンス評価に着目

する先行研究も散見される。例えば、小柳和喜雄「教員養成における質保証の取り組みに関する調査

報告 米国におけるedTPAの動きを中心に 」（奈良教育大学『次世代教員養成センター研究紀要』

⚑巻、2015年、pp. 261-265）、ならびに「米国のedTPAの取組についての論議に関する研究 養成と

採用と研修でパフォーマンス評価を用いる可能性の検討 」（奈良教育大学『次世代教員養成センター

研究紀要』3巻、2017年、pp. 1-10）、佐藤仁「アメリカにおける教員養成教育の成果をめぐる諸相 付

加価値評価と教員パフォーマンス評価に着目して 」（『福岡大学人文論叢』第48巻第⚔号、2017年、

pp. 1069-1087）、小島佐恵子・Seelke John「アメリカの教員養成におけるパフォーマンス評価の現状

と課題 メリーランド大学の事例を中心に 」（『玉川大学学術研究所紀要』第23号、2017年、pp. 19-

27）などを挙げることができる。パフォーマンス評価はバイリンガル教員養成にも関りがあることか

ら、今後の研究動向に留意していきたい。

こうした先行研究の成果を踏まえて、本稿は、2017年⚗月から施行された「グローバル経済に向け

たカリフォルニア教育計画」の下でのバイリンガル教員の資格や養成プログラムの状況を明らかにす

る。

Ⅲ．カリフォルニア州の教員免許制度

⚑．予備免許状と正規免許状

アメリカの教員免許制度は州により異なるが、基本的に免許更新制をとっている。すなわち、大学

卒業後、予備免許状（Preliminary Credential）が発行され、一定期間の職務経験や上級学位・必要単

位数の取得を要件として、正規免許状（Clear Credential）が発行される。正規の教員免許状について

は、終身免許状（Life Credential, Permanent Certificate）を発行する州もあるが、その数は減少傾向

にあり、現在ではニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州などが知られているのみ

である⑸。こうした州を除く多くの州では、正規免許状についても一定期間ごとの更新が義務づけら

れている。

カリフォルニア州ではカリフォルニア州教員免許委員会（California Commission on Teacher

Credentialing : CCTC）が教員免許に関する業務を統括している。カリフォルニア州の予備免許状の有

効期限は⚕年で、その間に正規免許状への更新が課されている。また、正規免許状を取得した者には

⚕年ごとの免許更新が義務づけられている。終身免許状は1985年までは発行されていたが、現在は発

行されていない⑹。

⚒．複数教科教員免許状と単一教科教員免許状

免許状の種類には、主に初等学校で教えるための複数教科教員免許状（Multiple Subject Teaching

Credential）と中等学校で教えるための単一教科教員免許状（Single Subject Teaching Credential）が
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ある。こうした免許状を取得するための養成課程には、英語学習者を教えるための「英語能力向上

（English Language Development : ELD）」と「英語による特別教科教育（Specially Designed Aca-

demic Instruction in English : SDAIE）」が含まれている。

まず、主に初等学校で教えるための複数教科教員免許状について見ていきたい⑺。予備免許状を取

得するためには、以下の七つの要件をすべて満たさなければならない。

⑴ 認証評価を受けた高等教育機関での学士号あるいはそれ以上の学位を取得する

⑵ 「基礎技能要件（Basic Skills Requirement）」を充足する

⑶ 教科目試験に合格するか、カリフォルニア州教員免許委員会が認定する初等教科プログラムを

修了する

⑷ 「読解指導能力試験（Reading Instruction Competence Assessment: RICA）」に合格する

⑸ 合衆国憲法の科目の履修を修了するか試験に合格する

⑹ カリフォルニア州教員免許委員会が認定する複数教科教員養成課程を修了する（英語能力向上、

コンピュータ技能、健康教育を含む）

⑺ 課程を提供している機関から教員免許取得の推薦を得る

次に、⚕年間有効の予備免許状を取得した者が正規免許状を得るためには、以下の二つの方法のう

ち、どちらかの方法を選ばなければならない。

⑴ カリフォルニア州教員免許委員会が認定する教員研修プログラムを修了した者は、そのプログ

ラムを提供する機関を通じて正規免許状を申し込むことができる

⑵ 予備免許状の取得後、全米教職専門基準委員会（National Board for Professional Teaching

Standards: NBPTS）から、児童期初期（⚓歳から⚘歳）の教科全般の教員資格証あるいは児童

期中期（⚗歳から12歳）の教科全般の教員資格証のどちらかの資格証を発行された者は、カリ

フォルニア州教員免許委員会に直接、正規免許状を申し込むことができる

全米教職専門基準委員会とは、1986年のカーネギー財団の報告書『備えある国家 21世紀の教員

（A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century）』の提言を受けて、1987年に設立された非営利

組織で、教職のための専門職基準作成とそれに基づく「熟達教師」の資格認定を行っている。教師は

何を知るべきで、何ができるべきかという観点から厳格な基準を作成し、その基準を満たした教師に

全米委員会資格証（National Board Certificate）を発行している。

中等学校で教えるための単一教科教員免許状にもほぼ同じ条件が課されているが、いくつか異なる

点もある⑻。予備免許状を取得する際の条件の⑶が、教科目試験に合格するか、カリフォルニア州教員

免許委員会が認定する教科プログラムを修了するか、科学に関する科目では教科目の試験に合格する

か、カリフォルニア州教員免許委員会による教科のコースの修了証を得ることとされている。また、
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⑷の「読解指導能力試験」の合格が求められていない。

⚓．英語学習者への対応

カリフォルニア州における英語学習者に対応するための教員資格には以下の三つの種類がある⑼。

⑴ カリフォルニアの英語学習者の異文化理解、言語能力、学力の向上を目指す教員資格（California

Teachers of English Learners(CTEL)Programs for the Cross-Cultural Language and Aca-

demic Development(CLAD) Authorization）（以下、CLADと記す）

⑵ バイリンガル教員資格（Bilingual Authorization）

⑶ SB 1292のガイドラインに基づく教職員の能力向上達成証明書（The Certificate of Completion

of Staff Development(CCSD) based on SB 1292（2006）Guidelines）（以下、CCSDと記す）

バイリンガル教員資格は次章で取り上げるので、ここではCLADとCCSDを簡単に紹介しておきた

い。

CLADとは、カリフォルニア州以外の州で教員資格を取得し、英語学習者のために必要とされてい

る教授資格を持たない者、ならびに、英語学習者への教授資格が含まれる以前にライアン法（Ryan

Act of 1970）の下でカリフォルニアの教員資格を取得した教員を対象としている。このプログラムを

修了することにより、英語学習者に対するELDとSDAIEの教授資格を得ることができる。

CCSDとは、キャリア・技術教育教員（Career Technical Education Teachers）、スクールナースや

言語療法士などの教育支援員資格（Service Credentials）を持つ者、特別クラス教員資格（Special

Class Authorization）を持つ者を対象としている。このプログラムを修了することにより、既に持っ

ている教員免許の校種と教科において、英語学習者に対するSDAIEの教授資格を得ることができる。

Ⅳ．バイリンガル教員資格

⚑． 歴史的経緯

カリフォルニア州は英語の能力が十分でない（Limited English Proficiency : LEP）生徒の教育を支

援するため、1972年バイリンガル教育法（AB 2284）、1976年バイリンガル・バイカルチュラル教育法

（AB 1329）を制定し、バイリンガル教育に取り組んできた。だが、1976年バイリンガル・バイカルチ

ュラル教育法が1987年に期限切れとなり廃止されると、LEP生徒への支援は主に英語話者の教員に

よる英語のみのプログラムであるELDとSDAIEになった。

1980年代にはLEP生徒の急増とその支援にあたる教員の不足が大きな問題となり、ELDやSDAIE

を実施するための教員の需要が高まった。そうしたなかで1990年代に入ると、ELDやSDAIEを実施

する教員の養成ならびに資格認定と、バイリンガル教育を実施する教員の養成ならびに資格認定との

間の齟齬が浮上してきたことから、1994年にはLEP教員免許制度が改革された。そこで、異文化理解、

言語能力、学力の向上を目指す教員資格（Crosscultural, Language and Academic Development
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（CLAD））と、バイリンガル、異文化理解、言語能力、学力の向上を目指す教員資格（Bilingual,

Crosscultural, Language and Academic Development（BCLAD））が設定された。CLADはELDと

SDAIEを実施するための教員資格であり、BCLADはELDとSDAIEに加えて第一言語の教育と第一

言語による教育（Primary Language Instruction: PLI）を実施するための教員資格である⑽。

ところで、多様な背景を持つ生徒を公立学校に多数受け入れてきたカリフォルニア州においては、

教員不足が慢性化し、1980年代以降はますます深刻となっていった。そこで、大学における伝統的な

教員養成プログラムに代わり、学区や郡が教員に免許資格を付与するオルタナティブなルートも認め

られるようになった⑾。1990年代以降、州は質の高い教員を養成するための包括的な教員養成の改革

に取り組むこととなり、1998年にはSB 2042（以下、1998年教員免許法と記す)⑿ が成立した。1998年

教員免許法は、1970年のライアン法によって規定されていた教員養成の枠組みを一新し、州の教員採

用ならびに教員免許資格を新たに規定するものとなった。すべての教員免許取得志願者に、英語学習

者のためのELD とSDAIEの教授資格も義務づけられた。

1998年教員免許法に基づく教員養成と現職教員研修のスタンダードは、CLADとBCLADの教員資

格に代わるもので、カリフォルニアのすべての教員は英語学習者の要望に取り組むべきことを明らか

にし、キンダーから12学年までの学校教育において求められる知識、技能、能力を習得し活用するた

めの手引きとなった。だが、1998年教員免許法は、バイリンガル教員養成に必要とされる能力、技能、

スタンダードを提示していなかったため、カリフォルニア州教員免許委員会は、当分の間はBCLAD

を提供するバイリンガル教員養成プログラムを継続することとした。

1998年に公立学校でのバイリンガル教育を原則として禁止することを掲げた提案227が成立したこ

とにより、キンダーから12学年でバイリンガル教育を受ける英語学習者の数は減少し、1998年には全

体の30％だったのが、2007年には⚖％となった。少なからぬ大学がバイリンガル教員養成課程を廃止

した⒀。

2008年⚑月30日、カリフォルニア州教員免許委員会はバイリンガル教員養成スタンダード（Bilin-

gual Program Standards）を承認し、2008年9月にはAB 1871（以下、2008年英語学習者・バイリン

ガル教員資格法と記す）が成立した⒁。2008年英語学習者・バイリンガル教員資格法が成立するまで

は、基礎資格となる教員免許を取得した後でバイリンガル教員資格を取得するには、カリフォルニア

州教員免許委員会の認定したバイリンガル教員試験に合格し、BCLADを申請しなければならなかっ

た。だが、2008年英語学習者・バイリンガル教員資格法が成立したことにより、BCLADと関わりなく

バイリンガル教員資格を取得できるようになった。こうしてバイリンガル教員資格は、要件が満たさ

れれば、基礎資格となる有効な教員免許に直接、追加されることとなった。

⚒．資格要件

バイリンガル教員の資格とはどのようなものなのか、見ていきたい⒂。認定されたバイリンガル教

員資格を持つ教員は、英語学習者に対して、ELD、SDAIEに加えて英語学習者の第一言語能力向上、

第一言語による教科教育の四つの授業を実施することになる。ELDとは、英語学習者の英語の聞く技
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能、話す技能、読む技能、書く技能を向上させるために特別に考案された授業で、第二言語としての

英語（English as a Second Language : ESL）、英語以外の言語話者への英語教育（Teaching English to

Speakers of Other Languages : TESOL）とも呼ばれている。SDAIEとは、英語学習者がカリキュラム

を理解できるようにと特別に準備された、英語による教科内容の授業である。第一言語能力向上とは、

英語学習者の第一言語の聞く技能、話す技能、読む技能、書く技能を向上させるための授業である。

第一言語による教科教育とは、英語学習者の第一言語によって提供される教科教育の授業である。

バイリンガル教員資格は、基礎資格である教員免許と同時に取得することもできるし、基礎資格を

取得したのちに追加する形で取得することもできる。バイリンガル教員資格の取得を目指す者は、試

験に合格すること、認定されたプログラムを修了すること、試験につながる認定されたプログラムを

修了することのいずれかの方法で資格を取得することができる。具体的には、以下の三つの要件をす

べて満たさなければならない。

⑴ 有効なカリフォルニア教員免許を保有する者、あるいは、特別クラス教員資格（Special Class

Authorization）として有効な言語療法士資格、医療支援員資格、リハビリ支援員資格を保有す

る者、あるいは、特別支援教育教員資格として有効なスクールナースの教育支援員資格を保有

する者

⑵ 以下のどれかが証明できること

ａ．有効な言語能力向上専門家（Language Development Specialist : LDS）資格、CLAD資格、英

語学習者教授資格あるいは優勢な言語によるCLAD資格（CLAD Emphasis）を伴う教員免

許状

ｂ．CLAD資格に相当するか、以下のどれかの条件に基づく英語学習者教授資格を伴う教員免許

状

•「カリフォルニアの英語学習者のための教員（California Teachers of English Learners :

CTEL）」試験の1、2、3に10年以内に合格すること

•英語学習者教授資格を示すカリフォルニア州以外の州の教員免許を保有していること

•全米教職専門基準委員会（National Board for Professional Teaching Stadards : NBPTS）の

児童期初期か児童期中期の「新たな言語としての英語（English as a New Language）」の教

員資格証、あるいは青年期前期から成人の「新たな言語としての英語」の教員資格証を保有

していること

⑶ 以下のどれかが証明できること

ａ．「カリフォルニアの教員のための教科試験（California Subject Examinations for Teachers :

CSET）」の「世界の言語（World Languages）」のテストⅡかⅢ、Ⅳ、Ⅴに10年以内に合格す

ること

ｂ．カリフォルニア州教員免許委員会に認定されたバイリンガル教育プログラムを修了し、プロ

グラムを提供する機関からバイリンガル教員免許に推薦されること
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ｃ．CSETの「世界の言語」のテストの合格水準に対応するカリフォルニア州教員免許委員会に

認定されたバイリンガル教育プログラムを修了すること

なお、「カリフォルニアの英語学習者のための教員（CTEL）」試験の内容は、⚑が「言語と言語能力

向上」、⚒が「評価と教授」、⚓が「文化と包摂」となっている。「カリフォルニアの教員のための教科

試験（CSET）」の「世界の言語」の内容は、ⅡとⅢが「言語とコミュニケーション（聞くこと、話す

こと、読むこと、書くこと）（ⅡかⅢかは言語種による）」、Ⅳが「バイリンガル教育とバイリンガリズ

ム」、Ⅴが「地理、歴史、政治・社会、社会・文化」となっている。CSETにより、アラビア語、アル

メニア語、広東語、ペルシア語、フィリピノ語、フランス語、ドイツ語、ミャオ語、日本語、クメー

ル語、韓国語、中国語、パンジャブ語、ロシア語、スペイン語、ベトナム語の16種類の言語のバイリ

ンガル教員資格を取得できる。

生徒のバイリンガル、バイカルチュラルな能力を最大限に高めるため、バイリンガル教員には、英

語と英語以外の言語に関して、日常生活で用いられる言語とアカデミックな言語の両方を用いること

が求められている。すなわち、二つの言語において、音声言語によるコミュニケーションならびに非

言語的なコミュニケーションを行う能力、さまざまな文脈において書かれたものを読み解く能力とと

もに、統語論、音韻論、意味論、語用論の知識が必要とされている。

Ⅴ．バイリンガル教員養成スタンダード

2008年に制定されたバイリンガル教員養成スタンダードは、以下のような⚑から⚖の六つのスタン

ダードから構成されている。

バイリンガル教員を養成する際にどのようなことが課されているのか、その内容を以下で簡単に紹

介する⒃。

⑴ スタンダード⚑：プログラムの構成

バイリンガル教員養成のプログラムは、「バイリンガルの方法論と文化のための知識、技能、能力

（Knowledge, Skills, and Abilities（KSAs）for Bilingual Methodology and Culture）」に沿って構成さ

れている。これは、1998年教員免許法と「カリフォルニアの英語学習者のための教員（CTEL）」に規
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定されている、二つの言語に関する最新の研究成果を志願者に提供するものである。また、このプロ

グラムは、学習者がキンダーから12学年の学年相当の教科学習を理解するのをどのように支援する

か、「カリフォルニア・カリキュラム・フレームワーク（California Curriculum Frameworks）（2006

年）」により規定されている基準に向けて英語学習者の評価をどのように高めていくかを、志願者に示

している。

⑵ スタンダード⚒：志願者の能力の評価

バイリンガル教員養成のプログラムでは、志願者はバイリンガル教育の実践に関して形成的評価に

よって指導を受ける。志願者の成績は、バイリンガル教員資格を持つバイリンガル教育の専門家によ

って評価される。

⑶ スタンダード⚓：バイリンガル教育とバイリンガリズム

バイリンガル教員養成のプログラムは志願者に、合衆国におけるバイリンガル教育とバイリンガリ

ズムに関する歴史、政策、プログラム、効果を示す研究成果を提示するので、志願者は、バイリンガ

ル教育の哲学的、理論的、法律的な基礎を理解できるようになる。また、志願者はバイリンガリズム

とバイリテラシーの認知に関する効果を学ぶことにより、それを教育実践に応用することが可能とな

る。第一言語と第二言語の間の転移可能性は言語間の近さにより異なることも、志願者は学ぶ。この

プログラムは、家庭が第一言語と文化の資源であることを志願者に理解させるとともに、生徒のモチ

ベーション、参加度、成績は、異文化を理解しようとする教室や学校の雰囲気によることも志願者に

理解させる。

⑷ スタンダード⚔：バイリンガルの方法論

バイリンガル教員養成のプログラムは志願者に、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことという

言語の4領域の相関関係を理解させ、言語の形式と機能を教える。また、志願者が、スタンダードに沿

った第一言語と第二言語での教科教育を計画、改善、実施、評価することができるよう指導する。そ

れにより志願者は、生徒の思考力を高める言語能力に見合った多様な教育方法や評価方法を習得でき

る。このプログラムは志願者に、異文化間のコミュニケーションや交流に関する知識も理解させる。

⑸ スタンダード⚕：優勢な文化

バイリンガル教員養成のプログラムは志願者に、出身国や合衆国で経験する優勢な文化の伝統、役

割、地位、コミュニケーション・パターンについてより深く理解させる。志願者は、カリフォルニア

や合衆国で優勢な文化の果たす役割のみならず、文化の違いを乗り越えた異文化間の関係性や交流に

ついても学んでいく。また、志願者は、カリフォルニアや合衆国で当該集団が社会化や文化変容を経

験する上で影響を受けた、主要な歴史上の出来事、政治、経済、宗教、教育に関しても学ぶ。志願者

は、出身国に関する地理的な障壁、人口統計の推移、言語使用のパターン、合衆国への移住と定住の
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傾向も説明できるようになる。

⑹ スタンダード⚖：志願者の言語能力の評価

プログラムを提供している機関は、プログラムの期間中あるいは終了時に、志願者がCSETの「英

語以外の言語」の試験の合格水準に匹敵する、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことの言語能力

を習得したことを証明しなければならない。

Ⅵ．おわりに

カリフォルニア州のバイリンガル教員の資格とその養成課程はたびたびの制度改革を経て、複雑で

わかりづらいものとなっているが、おおまかな流れを整理すると以下のようになるであろう。

そもそもカリフォルニア州の教員養成の枠組みは、1970年のライアン法によって規定されていた。

1980年代以降は教員不足が深刻化し、大学における伝統的な教員養成に代わるオルタナティブなルー

トも生まれてきた。英語の能力が十分でない（LEP）生徒の教育支援にあたる教員も不足していたこ

とから、1994年にLEP教員免許制度改革が行われ、CLADとBCLADという二つの教員資格が認定さ

れた。その後、ライアン法に代わる新しい教員養成の枠組みを規定する法律として、1998年教員免許

法（SB 2042）が成立した。この法律により、複数教科免許状と単一教科免許状の取得を目指した教員

養成課程には、英語学習者のための「英語能力向上（ELD）」と「英語による特別教科教育（SDAIE）」

が含まれることとなり、2006年からは特別支援教育教員養成課程にも含まれることとなった。続いて、

2008年⚑月にバイリンガル教員養成スタンダード（Bilingual Program Standards）が制定され、同年

⚙月に2008年英語学習者・バイリンガル教員資格法（AB 1871）が成立したことにより、バイリンガ

ル教員資格を取得するための要件が整備され、多様なルートが認められるようになった。

今日、バイリンガル教員養成課程は、「バイリンガルの方法論と文化のための知識、技能、能力

（KSAs）」に基づくバイリンガル教員養成スタンダードによって規定されている。志願者は、合衆国

におけるバイリンガル教育とバイリンガリズムに関する歴史、政策、プログラム、効果などの研究成

果を学び、生徒の出身国の歴史、経済、地理、宗教、言語と文化についての知識や、移住や定住の状

況についても理解を深めていく。英語以外の言語能力は重視されており、英語と英語以外の言語の両

方で教科教育を計画、改善、実施、評価できるような指導が行われている。

2017年⚗月12日にカリフォルニア州教育委員会は、英語学習者のための政策を従来の英語のみを

教えるイングリッシュ・オンリー（English Only）からバイリンガル・バイリテラシーへと大きく転換

することを謳った、「カリフォルニア州教育委員会指針 英語学習者ロードマップ 英語学習者のた

めの教育プログラムと支援 （California English Learner Roadmap State Board of Education Policy:

Educational Programs and Services for English Learners）｣ ⒄ を承認した。この指針を教育現場で実

践していくための具体的な手引きとして、『カリフォルニア英語学習者ロードマップ 英語学習者の

ための包括的な教育政策、プログラム、教育実践を強化するために （California English Learner

Roadmap: Strengthening Comprehensive Educational Policies, Programs, and Practices for English
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Learners : CA EL Roadmap）』⒅という冊子が、2018年⚖月にカリフォルニア州教育局から公表され

た。

また、2018年⚕月にカリフォルニア州教育局から発表された『グローバル・カリフォルニア2030

話す、学ぶ、導く 州教育長トム・トーラクソンの提案 （Global California 2030 Speak. Learn. Lead.:

An Initiative of State Superintendent of Public Instruction Tom Torlakson）』⒆ は、グローバルな市場

経済競争の中でカリフォルニアが成功を収め、言語と文化の多様性をさらに強固なものとするため、

すべての生徒に第二言語さらには第三言語を学ぶ機会を保障すべきことを説いている。そのために、

キンダーから12学年までに在籍するすべての生徒に外国語（世界の言語）の授業を保障し、より多く

のバイリンガル教員を養成し、誰もがバイリンガル教育のクラスに参加することを目指している。バ

イリンガル教育さらには多言語教育の実現に向けたカリフォルニア州の試みは、合衆国の他州からも

注視されている。

ところで、日本では2019年⚖月21日に「日本語教育の推進に関する法律｣⒇ が超党派の議員立法で

成立し、⚖月28日に公布、施行された。この法律の目的は、多様な文化を尊重した活力ある共生社会

の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持発展に寄与することであり、

国や地方自治体には、日本語教育の推進に向けた施策を定め、実行していく責務があることが明記さ

れている。基本理念の中には、日本に暮らす外国人や外国にルーツをもつ子どもたちに対する日本語

教育の環境整備とともに、子どもたちの家庭で使用される母語への配慮も盛り込まれている。日本語

教育を担う人材育成や教材開発が急務とされるなか、子どもたちの母語に目が向けられている点にも

留意したい。共生社会の実現に向けた一歩を踏み出した日本にとって、バイリンガル教員の資格を明

確化し、その養成プログラムを確立しているカリフォルニア州の試みには、学ぶべき点が多々含まれ

ているように思われる。
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